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            川 崎 町 民 憲 章 

                    （昭和６３年３月１０日制定） 

 

    わたしたちは、川崎町を愛とふれあいのある明るく住みよい町に 

    することを誓ってこの憲章を定めます。 

 

 一 自然を愛し、花と緑の美しい町をつくります。 

 一 お互いに大切にし、あいさつをかわす心豊かな町をつくります。 

 一 健康で働く喜びをもち、活力ある町をつくります。 

 一 教養を高め、スポーツに親しみ、きまりを守る明るい町をつくります。 

 一 老人や子供たちをいたわり、夢と誇りをもてる住みよい町をつくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            川 崎 町 町 章 

                                     (昭和６３年３月１０日制定) 

 

           川崎町のシンボルである、この町章は、三本の部分は 

         「川」の字を図案化したものです。尖部はさき（川崎の 

         「さき」）、周りは町民の手をあらわしています。 

         「川崎町を町民の手ではぐくみながら、限りなく前進し 

          ていく姿」をあらわしており、昭和６３年３月１０日に 

          町制施行５０周年記念として制定されました。 

 



 

 

川崎町のシンボル 

◇川崎町の木 「イチョウ」◇ 

              大きく、たくましく、すくすく伸びることを 

             願い、昭和６３年町制施行５０周年記念として 

             制定されました。 

 

 

◇川崎町の花「ひまわり」◇ 

             太陽のように明るい町になることを願い、昭和 

            ６３年町制施行５０周年記念として制定されました。 

 

 

◇川崎町のマスコットキャラクター「小梅ちゃん」◇ 

   

川崎町出身の民謡歌手・赤坂小梅さん。    

（１９０６～１９９２） 

              川筋女の心意気で「炭坑節」「黒田節」「おてもや 

ん」などを全国に広めました。 

              昭和２９年に小梅さんは、芸者時代に美声を見出 

されレコードデビューして、戦後の民謡ブームの立 

役者となりました。 

              川崎町をＰＲするため、小梅さんをモデルに、 

２００８（平成２０）年マスコットキャラクターに 

就任しました。 
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１. 川崎町の概要 

 

  川崎町は福岡県田川郡の南西部に位置し、南北１２．６ 

          ｋｍ、東西４．９ｋｍ、総面積３６．１４ｋｍ²です。 

          昭和１２年に南部の安眞木村と北部の川崎村が合併し、 

          昭和１３年から町制施行され川崎町となりました。 

          昭和３０年代は石炭産業で栄え、その後、農業、自然を 

          生かした観光や、すべての人にやさしい福祉のまちづく 

りを進めています。 

 

人の動き（令和６年３月末日現在）  

男 ７，０６７人【６８人】    出生 ４人 

女 ７，９７４人【７２人】  死亡・その他 ４０人 

計 １５，０４１人【１４０人】 転入 ４３人 

世帯数 ８，４８５世帯【１０７世帯】 転出 １０７人 

      【   】は、その内の外国人の数です。 

 

  本町の図書館の前身は、昭和３８年に役場に隣接する中央公民館の一室に 

 設けられた図書室がはじまりで、その後、社会教育施設として昭和６１年に 

 新設した勤労青少年ホームの一室に移転しました。 

  平成７年から町立図書館建設構想計画が具体化し、平成９年３月に待望の 

 図書館（パピルスホール）が完成、同年７月１日に開館しました。 

  また、当館の愛称「パピルスホール」は公募によって決定されました。 

 パピルス（ＰＡＰＹＲＵＳ）とは、パピルス草（和名：カミカヤツリ）から 

 作られた紙の一種です。古代エジプトナイル河畔に茂っていたこの草から作 

られ、各種文章の作成に利用されました。その本としての原点である「パピル 

ス」と言う名前をつけることで、この図書館を利用する皆さんに本を大切に 

してもらい、愛情をもってほしいとの思いからその名がつきました。 
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２. 図書館の沿革 

 

    年 月 事 項 

昭和 

 

３８年 

（１９６３） 

役場に隣接する中央公民館の一室に設けられる 

６１年 

（１９８６） 

勤労青少年ホームの一室に移転 

平成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ７  町立図書館建設構想の計画が具体化 

 ９  ３ 町立図書館（パピルスホール）完成 

 ９年７月 

（１９９７） 
町立図書館（パピルスホール）開館 

１１  ３ 来館者１０万人達成記念 

１１  ７ 図書館バッグ作成・販売開始 

１１  ８ 貸出冊数１０万冊達成 

１１ １１ ３周年記念講演会開催 

「読書好きを育てる」   講師：坂井 ひろ子氏 

１１ １０ 貸出人数１０万人達成記念 

１６  ４ ブックスタート事業開始 

（住民課・社会福祉課との３課協業事業として） 

 １２ 来館者５０万人達成 

１７  ７ 貸出冊数５０万冊達成 

１９  ９ 開館１０周年記念行事 

久井誠子氏（チェロ奏者）とパピルス文庫のミニコンサ

ート 

２０  ６ 朗読録音テープ貸出し開始 

２２  ６ 福岡県立図書館 坂梨秀子氏による読み聞かせ講座 

２３  ８ 来館者１００万人達成 

２５ 

２５ 

 １ 「第１次川崎町子ども読書活動推進計画」策定 

 ６ 子ども読書活動推進事業 

「まじょ子と不思議な世界」 講師：藤 真知子氏 

２６  ６ 子ども読書活動推進事業 

「図書館を使った調べ学習」 講師：河井 律子氏 

２７  １ 貸出冊数１００万冊達成 

 ４ ブックスタート事業事務局として運営開始 

１０ 子ども読書活動推進事業   講師：真珠 まりこ氏 
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平成 ２８  ２ 町立図書館空調設備工事 

 ９ 子ども読書活動推進事業  

「ザ・キャビンカンパニー」お話し会 

２８ １１ 子ども読書滑動推進事業  

「図書館ボランティア交流会」 講師：前園 敦子氏 

２９  ８ 川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の 

一部改正 

（貸出冊数の増：５冊以内を１０冊に改正） 

 １０ 川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の 

一部改正 

（祝日の開館、第３日曜日の開館の改正） 

２９ １０ 開館２０周年記念セレモニー 

「子どもたちと楽しめるコンサート」木下 豊彰氏 

３０  ３ 「第２次川崎町子ども読書活動推進計画」策定 

町立図書館防水改修外工事 

町立図書館システム入替・ホームページ開設 

３１  ３ 子ども読書活動推進事業 

絵本コンシェルジュによる「家読・友読のすすめ」 

令和 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 

  

 ２ 子ども読書活動推進事業 

「子どもの成長と読書」  講師：白根 恵子氏 

 ３ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館 

３/２～５/１８ （４/７緊急事態宣言） 

 ５ ５/１９～ 感染防止策を講じたうえで開館 

※利用者カードを持っている方のみ利用可。 

本の貸出のみ可、館内の閲覧不可、入館時間３０分、 

人数制限あり。 

 ３ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 図書館照明ＬＥＤ改修工事 

（１/４～２/６ 臨時休館） 

 １ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館 

  １/１４～３/１ （１/１３緊急事態宣言） 

 ５ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館 

  ５/１２～６/２０ （５/１２緊急事態宣言） 

 ６ ６/２１～７/１１ 福岡県まん延防止重点措置により、 

時間を短縮しての開館（１０時から１７時） 

 ８ 

  

８/２～８/１９  福岡県まん延防止重点措置により、 

時間を短縮しての開館（１０時から１７時） 
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令和  ３  ８ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため臨時休館 

８/１１～９/３０ （福岡コロナ特別警報発動・ 

８/１７緊急事態宣言） 

 ３ １０ 福岡コロナ警報の要請により、時間を短縮しての開館 

（１０時から１７時）  町内の利用者のみ 

 ４  １ 福岡県まん延防止重点措置 （１/２７～３/６）によ

り、時間を短縮及び職員勤務抑制 

 ４  ５ 「おでかけ図書館」実施 

 ４ １０ 地域包括支援センター オレンジ（認知症）相談会開催 

 ４ １１ 「つながる図書館堂」実施 

 ５  ６ 「子どもの読書活動推進関係者資質向上研修会」 

実践発表会「図書館だョ！！全員集合」 

 ５  ８ 福岡法務局田川支局「相続登記の申請の義務化」につい

て出前講座開催 

 ５  ９ 川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則の 

一部改正 

（館長が認めた場所での水分補給について加筆修正） 

 ６  ３ 蔵書点検及び図書館システムバージョンアップ・ホーム

ページリニューアル 
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３. 図書館の概要 

 （１）施設 

 

竣工年月 日 平成９（１９９７）年３月３１日 

開館年月 日 平成９（１９９７）年７月１日 

所 在 地 〒８２７－０００３ 

福岡県田川郡川崎町大字川崎４２５番地２ 

電 話 ０９４７－７３－２６９９ 

（ＦＡＸ：０９４７-７３-２６４８） 

E メ ー ル town-kawasakilib＠fromjapan.org 

ホームページ https://kawasaki.libweb.jp  

構 造 鉄筋造平屋建 

敷 地 面 積 １，８０８.０４㎡ 

建 築 面 積 １，００２.５２㎡ 

延 床 面 積   ９９７.３１㎡ 

収 蔵 ７０，０００冊 

 

（２）システム構成 

    

ＭＡＲＣ ＴＲＣ－ＭＡＲＣ Ｔタイプ 

 

 

システム 

ソフトウェア：Ｌｉｃｓ－Ｒｅ２ 

ハードウェア：ＮＥＣ 

  クライアント・・３台 

  利 用 者 用・・１台 

  ハンディターミナル・・１台 

事務用パソコン デスクトップ 

インターネット予約 ソフトウェア：Ｌｉｃｓ－Ｒｅ２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kawasaki.libweb.jp/
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（３）教育委員会組織 

  

   教育長 

   

□教務課     

 

□社会教育課  ・社会教育係 

           ・社会体育係 

           ・図 書 館 係・・・図書館係長（図書館長） 

                      館長以下職員５名 

                        ▣再任用職 員（１名） 

                        ▣会計年度職員（４名）

（令和５年４月現在） 

（４）予算 

 

事業名 事業内容 予算額 （千円） 

 

 

図書館管理 

運営事業 

職員人件費 １６，７２２ 

管理経費 ５，１８９ 

管理委託料 ２，１８０ 

資料購入費 ３，９３８ 

システム使用経費 ３，４３２ 

その他管理 ９０９ 

合 計 ３２，３７０ 

 

 

 

（５）広報実績 

 

パピルスだよりの発行 年１２回（月１回）発行 

町広報紙（図書館だより）への寄稿 年１２回（毎月１日号）掲載 

町公式ウェブサイトページの更新 定期更新月１回、その他随時更新 

ＬＩＮＥに投稿 随時 
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４. 図書館館内図 
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５. 図書館運営の目的及び重点目標 

 

（１）図書館運営の目的 

「本と出合い・人と出会う・みんなの図書館」として利用できることを 

基本とし、リラックスでき、かけがえのない時間を過ごすことができる

空間を提供することを目的としています。 

 

（２）重点目標 

① 役立つ場をつくる 

＜収集・整備＞ 

・図書資料の収集（選書・発注・検収・整理） 

・利用者のニーズの把握（読書傾向・年齢層） 

・リクエストへの対応（相互貸借・購入） 

 

＜提供＞ 

・収集整備した資料の情報を、利用者が幅広く活用できるよう提供する。 

・ホームページや広報紙等あらゆる媒体を活用した広報活動の充実に努め

る。 

 

＜地域支援＞ 

・学校教育及び社会教育関連機関との連携を図る。 

・子育て支援のための情報を提供する。 

・行政支援の充実を図る。 

 

② 知性と感性を磨く場をつくる 

＜生涯学習の支援及び推進＞ 

・多様な学習機会の提供に努める。 

・各種講座等の情報を収集し、提供する。 

・教育的、文化的基盤として、利用者の教養や知識の向上が図れるよう 

支援する。 

・ボランティアの育成を支援する。 

 

＜読書活動推進＞ 

・子ども向け及び一般向けの読書案内を作成する。 

・子ども向け工作教室や職場体験の充実を図る。 

・図書館の利用促進及び読書推進を図るため、イベント等を開催する。 
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③ 人と人、人と資料（情報）を結ぶ場をつくる 

＜レファレンスサービス＞ 

・レファレンス資料の充実に努め、レファレンスサービスを強化する。 

・学校及び学校図書館との連携を図り、調べ学習支援の強化に努める。 

 

＜利用者支援＞ 

・子ども向け及び一般向けの図書館利用案内を作成する。 

 

＜環境整備＞ 

・子どもの読書環境の充実に努める。 

 

《運営方針の体系表》 

目標 業務の種類 業務の項目 業務の内容 

① 
役
立
つ
場
を
つ
く
る 

収集・整備 図書資料の収集・整備 一般資料・児童資料・参考資料等の収集及び整備 

収集・整備 

提供 

図書資料の収集・整備 

ＡＶ資料の収集・整備 

郷土資料・行政資料の収集及び整備 

寄贈資料の整備 

一般及び児童向けＡＶ資料等 

逐次刊行物の収集・整

備 

雑誌・新聞の収集及び整備 

逐次刊行物の収集・整

備・閲覧 

郷土・行政関連雑誌の収集及び整備 

一般資料・ＡＶ資料・雑誌・新聞等の閲覧提供 

提供 

地域支援 

閲覧 

貸出 

相互貸借資料の閲覧提供 

オンラインデータベースの閲覧提供 

一般資料・児童資料・ＡＶ資料・郷土資料 

・雑誌の貸出 

貸出 

ネット上のサービス 

相互貸借資料の取寄せ及び貸出 

館内蔵書検索ＯＰＡＣ閲覧環境の提供 

ホームページでの図書館紹介及び蔵書検索、資料予

約受付 

広報 ホームページや町の広報紙及びパピルスだより、館

内掲示物の広報活動 

関連機関との連携 地域ボランティアとの連携を図る 

地域支援 

職員研修 

 

子育て支援 健康づくり課との協働によるブックスタート事業 

行政支援 行政施策支援のための資料収集及び情報提供する 

職員研修 図書館業務及びサービス向上に関する研修等に参加 
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目標 業務の種類 業務の項目 業務の内容 

② 

知
性
と
感
性
を
磨
く
場
を
つ
く
る 

生涯学習支援及

び推進 

職場体験学習の受入 小中学生を対象とした職場体験学習や大学生のイ

ンターンシップ等の受入を行なう 

図書館見学 図書館の仕事や館内見学 

各種講座 各種講座等の情報収集及び情報提供 

図書館ボランティアの

支援と育成 

パピルス文庫との連携を図る 

ブックスタート 保健センターで行われている乳児健診時に、絵本の

読み聞かせを行い、おすすめの絵本を２冊プレゼン

トし、本に親しむ環境を提供する 

読書活動推進 特集コーナー 芥川賞や直木賞、本屋大賞などの受賞作品やおすす

めの本など掲示物の充実を図る 

お話し会 読書ボランティア「パピルス文庫」による「お話し

会」を毎月、第４土曜日に開催 

おでかけ図書館 依頼に応じて図書館職員や読み聞かせボランティア

が保育園や幼稚園、学校等を訪問し絵本の読み聞か

せや紙芝居等を行い読書活動を推進する 

つながる図書館堂 子どもたちとの“交流の場”として、主として工作

教室等を実施する 

小学３年生図書館職員

職場体験 

図書館での仕事を体験し、本への興味や関心を持っ

てもらう機会の提供する 

夏休み工作教室 小学１年～６年生を対象に手作り工作の楽しさを体

験してもらうとともに、友達やボランティアとの交

流する機会を提供する 

読書通帳の作成 貸出中の本や雑誌のタイトル・著者名を記録し、読

書記録として残ることで、読書意欲を高める 

関係機関との連携 読書ボランティア、健康づくり課、福祉課等との連

携を図る 

読書まつり 毎年１０月２７日～１１月９日までの読書週間にあ

わせて「読書まつり」を開催する 

資料の収集・整備・提

供 

参考資料の収集、提供及び郷土関連情報の収集 
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目標 業務の種類 業務の項目 業務の内容 

③ 

人
と
人 

人
と
資
料
（
情
報
）
を
結
ぶ 

レファレンスサ

ービス 

関係機関との連携 情報提供機関との組織的な協力関係の構築を図る 

資料の整備と提供 オンラインデータベースの提供 

オンライン情報の整備提供 

レファレンス資料の充実 

学校との連携 学校図書担当者との連携を図る 

小学校への団体貸出 

利用者支援 利用促進 朗読テープ 

 

６. 利用案内 

 

（１）開館時間・休館日 

・開館時間  平日・土曜日  １０時～１８時 

       日曜日・祝日  １０時～１７時 

 

・休館日   毎週月曜日（月曜日が祝日の場合はその翌日の火曜日） 

       年末年始（１２月２９日～１月４日） 

       蔵書点検期間（年１回１０日以内） 

（２）利用登録 

図書館の資料を借りるには、「図書館利用カード」が必要です。図書

館利用カードを発行するには、川崎町にお住まいの方、または町内に通

勤・通学をしている方ならどなたでも作ることができます。 

初めての方は、「利用申込書」に必要事項を記入のうえ、身分及び住

所を証明する書類（免許証、保険証等）を提示の上、カウンターにお出

しください。 

 

  （図書館利用カード） 

              

             ※図書館利用カードの有効期限は５年間 

              です。 

              カードの更新には、利用申込書に必要    

              事項を記入していただきます。 
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（３）資料の貸出 

資料の貸出は、利用カードと一緒にカウンターにお持ちください。 

ただし、ＡＶ資料の貸出はできません。 

 

【貸出冊数・貸出期間】 

資料の種類 貸出冊数 貸出期間 

図書資料 １０冊 ２週間 

紙 芝 居   ５冊 ２週間 

雑 誌 
  ３冊 

（最新号を除く） 
２週間 

 

（４）団体貸出 

 ボランティアや学校図書館、施設等に団体貸出をしています。貸出期

間は１ヶ月以内となります。 

 また、町内の小学校へも団体貸出を行なっています。それぞれの学年

に合わせて紙芝居、絵本、読物、図鑑等の組み合わせをしながら、学期

ごとに入替えをしています。 

 

（５）資料の返却 

 貸出資料は、カウンターにお持ちいただくか、図書館が閉館している

場合は、屋外の「返却ポスト」の中へお入れください。 

 

               （屋外返却ポスト） 

   ※ 休館日を含め、２４時間返却できます。 

 

 

 

 

 

 

（６）資料のリクエスト（購入希望） 

 図書館の所蔵にない資料（ＡＶ資料・雑誌以外）のリクエストを受け

付けています。未所蔵資料のリクエストを希望される方は、申込用紙へ

ご記入の上、カウンターまでお申し込みください。ただし、選書方針に

そぐわないものや絶版等の事情によりお受付けできない場合もありす。 
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（７）相互貸借 

 図書館に所蔵がない資料は、福岡県立図書館や公共図書館等から相互

貸借として取り寄せることができます。ご希望の方は、申込用紙へご記

入の上、カウンターまでお申し込みください。ホームページからも申し

込みができます。新刊資料については、お取り寄せに時間がかかること

もあります。 

 

（８）資料の予約 

 資料が貸出中の場合は、予約をかけることができます。資料の予約

は、ホームページからもできます。 

 

（９）貸出期間の延長 

 資料が貸出期間内に読み終わらない場合は、貸出期間の延長をするこ

とができます。期間は２週間です。ただし、予約のある資料や、相互貸

借資料の延長はできません。 

 

（１０）資料の検索 

    図書館の資料は、館内にある検索端末（ＯＰＡＣ）で、書名・著者

名・キーワードなどから、検索することができます。この他に、ホーム

ページや携帯電話からも資料の検索が可能です。 

 

   （館内検索ＯＰＡＣ）        

                   

                   

※大人用と子ども用として画面を 

                   切り替えて資料を検索することが 

できます。 

                      

 

 

 

 

（１１）レファレンスサービス 

    レファレンスサービスとは、利用者が調べたい事に関する資料の紹

介、情報の提供、調査方法などについて、図書館職員が情報を探すお手

伝いをするサービスです。 
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（１２）資料の複写 

    図書館の資料は、著作権法第３１条の定める範囲内で複写することが

できます。複写申込書にご記入の上、カウンターまでお申し込みくださ

い。複写できるものは、図書館の所蔵資料に限ります。持込資料の複写

はできません。（白黒のみ、一枚２０円） 

 

（１３）ＡＶ資料の館内閲覧 

    ＡＶコーナーにて、館内のＡＶ資料を閲覧することができます。 

   ご利用には図書館利用カードが必要です。一人、１日２回までです。 

 

（１４）ホームページ 

                所蔵資料の検索や図書館からのお知らせ、 

イベント等の情報を掲載しています。 

 

              川崎町立図書館ホームページ 

＜ https://kawasaki.libweb.jp ＞ 

 

 

 

（１５）学習室 

    学習室は個人学習にご利用できます。ご利用には申込書が必要です。 

 

（１６）職場体験 

    町内の中学校や大学（プレインターンシップ）からの依頼を受け職場

体験の受け入れをしています。この職場体験では、書架の整理や配架、

簡単な資料の装備、カウンターでの貸出や返却など図書館業務の一部を

実際に体験します 

    また、夏休み期間中には、小学３年生を対象に職場体験を受け入れて

います。 

    （ＯＰＡＣで資料検索中  ）    （カウンターでの貸出・返却） 

 

 

 

 

 

 

https://kawasaki.libweb.jp/
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（１７）図書館見学 

   随時図書館見学を受け付けています。 

   見学内容は、図書館での仕事内容や利用案内などの説明を中心に行った

後、自由に館内を見学しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７. 各種サービスと主なイベント 

 

（１）ブックスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブックスタートは、赤ちゃんに絵本を手渡し、子育てに 

絵本を取り入れるきっかけをつくる活動です。 

 1992 年にイギリスで生まれたブックスタートは、2001 年に 

日本が 2 ヶ国目と開始以降、世界各地に広がっています。 

 川崎町では、2004（平成 16）年から実施しています。 

赤ちゃんと保護者が一緒に絵本を開くことで、赤ちゃんに 

ゆっくり語りかけるひとときが生まれます。それは、ぬくもりの中

で身近な人の声を聞く、赤ちゃんにとって幸せな体験になります。

ぜひ赤ちゃんと一緒に絵本を楽しんでください。  

「ブックスタート」ってなぁに？ 
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川崎町在住のすべての乳児と保護者を対象に、月に一度川崎町保健セン 

ターで行われる４ヶ月児～１２ヶ月児の乳児健康診査時に、ブックスター

トを行なっています。ブックスタートでは、子育て支援係職員と共に、読

書ボランティア「パピルス文庫」の協力を受け、一人ひとりの赤ちゃんに

読み聞かせを行なうと共に、ブックスタートの目標である“絵本を通して

親と子が触れ合う時間の大切さ”“地域全体で子育て支援をしているという

こと”などのメッセージを伝えています。 

 

ブックスタート・パックのプレゼント  （乳児健診時にお渡しします。） 

 

 

 

 

 

 

保健センターから送付される案内に同封されている 

ブックスタート・パック引換券をご持参ください。 

コットンバッグの中には、絵本２冊・おすすめの 

赤ちゃん絵本リスト・図書館の利用案内・地域子育て 

支援センターすこやかの案内等が入っています。 

 

 

 

 

 

 

（２）手作り「読書通帳」 

               貸出中の本や雑誌のタイトル・著者名等を記 

             録するものです。自分の読んだ本の記録を貯め 

ていくことができます。１冊で６０冊分記録で

きます。今までどれくらいの本を読んだのか、

どのような本を読んできたのかなど、読んだ本

が読書履歴として残ることで、読書意欲が高ま

ることを目的としています。 

川崎町立図書館 

読書通帳 
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（３）特集コーナー・おすすめの本コーナー・新刊コーナー 

芥川賞や直木賞、本屋大賞などの受賞作品やノミネート作品、職員おすす

めの“一箱図書館”等、また、話題になった人物やニュースに関する資料の

特集などを展示しています。 

年間貸出ベスト１０コーナーでは、当館における年間貸出ベストリストを

作成し展示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）読書まつり 

毎年１０月２７日～１１月９日までの２週間は、読書週間とされていま

す。この読書週間に合わせて、「読書まつり」を開催しています。 

お話し会や各種イベント、また、保存期限の過ぎた本や雑誌を無料で配布

しています。 
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（５）おでかけ図書館 

  令和４年５月より、依頼に応じて図書館職員と読み聞かせボランティア

が、保育園・幼稚園・学校等へ出向き、読み聞かせや紙芝居等を開催する

「おでかけ図書館」を始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）つながる図書館堂 

  子どもたちとの“交流の場”として、つながっていきたいとの願いから

「つながる図書館堂」を始めました。ここでは、主として工作教室等を行っ

ています。「英彦山がらがら作り」や「マリンモビール作り」等、季節にあ

った工作教室を開催しています。 
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（７）クリスマス会 

  町民の方が楽しんで参加できるように、「全員集合！」をキャッチフレー

ズとしています。特別ゲストとのビンゴゲームやお話し会、また、クリスマ

スソングを歌いプレゼント等も用意しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）実践発表会 （令和５年６月８日 筑豊教育事務所） 

  「令和５年度 子どもの読書活動推進関係者資質向上研修会」にて、子ど

もたちに図書館は楽しい場所だ、図書館に行きたいと思ってくれるように

「図書館だョ！全員集合」と題して実践発表を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）出前講座（福岡法務局田川支局） 

 令和６年４月１日から「相続登記が義務化」されることから、「法定相続情

報証明制度」や「公正証書遺言」等に 

ついて、８月２２日、２９日の２日間に 

分けて出前講座を開催しました。 

 

 

講師：田川公証役場公証人 

      福岡法務局田川支局職員 
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(１０)ＰＴＡ活動による「バスボム作り」 

 令和５年９月２日に「バスボム作り」の講師として、町内小学校４年生の 

ＰＴＡ活動に参加しました。子どもたちと保護者と一緒に楽しく、家でもでき

るバスボムを作りました。 

 

８. ボランティア 

 

（１）読み聞かせボランティア「パピルス文庫」 

 毎月第４土曜日（１０：３０～１１：３０）にパピルス文庫によるお話し会が

行われています。季節に関する絵本や紙芝居など、毎月異なるテーマで作品を選

び、子どもたちが楽しみながら本に親しむ機会を提供しています。 

また、絵本コンシェルジュとしても地域で活動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  （パピルス文庫のクリスマス会） 

              

（２）パピルス大人の漢字教室 

 毎週木曜日（１３:３０～１５:００）に視聴覚室にて開催しています。 
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９. 図書館の統計 

 

（１）資料統計（令和６年３月３１日現在） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

一 

般 

書 
 

分 類 冊 数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

児 

童 

書 

分 類 冊 数 

０ 総記 １，３３７ ０ 総記 ３２８ 

１ 哲学 ２，０７５ １ 哲学 １６０ 

２ 歴史 ４，４００ ２ 歴史 ８３８ 

３ 社会科学 ６，０１７ ３ 社会科学 ７６０ 

４ 自然科学 ４，３９１ ４ 自然科学 １，８１６ 

５ 技術 ５，３２０ ５ 技術 ４９８ 

６ 産業 ２，２１３ ６ 産業 ３３５ 

７ 芸術 ５，８１５ ７ 芸術 ７８９ 

８ 言語 １，１１６ ８ 言語 ３６６ 

９ 文学 １４，８７２ ９ 文学 ６，７９１ 

【内訳】  Ｅ 絵本 ７，８４５ 

Ｂ文庫 ２，３００ Ｃ 紙芝居 ６２７. 

Ｋ郷土     １１ Ｇ キャラクター ９０２ 

Ｒ参考図書 ５５９ Ｙ ヤングアダルト ９６ 

Ｙヤングアダルト ５７４    計 ２１，１５３ 

Ｓ職業 ３３２ 
資料総数 ７４，２８２ 

計 ４７，５５６ 

郷土行政    ５６７  

雑誌   ３，８７１ 

ＡＶその他   １，１３５ 

   計  ５，５７３ 
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（２）利用統計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 貸出冊数 学習室

1,602

1,612 1 2 29 15 8 4 10 0 19 3 9 108 149

1,736

1,593 1 7 8 19 7 1 3 0 5 0 4 53 35

1,718

1,706 1 7 14 30 4 1 6 0 8 4 11 38 65

3,735

3,594 2 11 14 39 13 4 8 0 6 1 14 55 97

1,755

1,895 2 3 10 7 3 6 7 0 3 2 5 26 68

1,708

1,689 0 6 11 22 6 6 3 0 8 8 5 47 80

1,776

1,720 5 4 8 11 1 2 2 0 6 7 11 46 74

1,532

1,516 0 5 10 25 1 2 5 0 5 10 5 43 87

3,343

3,300 0 5 9 30 1 2 3 0 6 6 9 46 79

1,379

1,363 1 10 7 16 5 1 2 0 5 5 3 47 95

1,603

1,588 2 7 14 10 0 3 0 0 14 5 7 77 131

1,460

1,208 1 5 9 34 2 4 2 0 2 4 5 98 114

令和５年度　利用統計

88 684 1,074

備考

51 36 51 0 87 55

87 138 143 1,758
137

22,784 16 72 143 258

4 9 212
10

合計 9,861 5,485
23,347

406
489

14 12 208
7

３月 675 343 20
49 6

7 8 142
11

２月 799 469 21
33 3

9 15 125
19

１月 762 387 24
34 6

10 15 130
5

12月 1,112 489 28
44 3

8 18 120
11

11月 889 410 43
40 3

11 13 127
8

10月 916 450 12
28 3

10 7 94
11

９月 750 465 14
39 12

14 15 152
11

８月 831 494 17
22 9

14 15 103
3

７月 978 589 51
66 17

88
34

６月 746 496 55
52 5

7

５月 712 453 54
35 8 8 4

一般

４月 691 440 67
47 12 29 12 257

県　総  他 再 新 児童

複写
枚数月 返却冊数利用人数 新 蔵 相 web 書 内

来館者数 貸出人数
予約(冊)

レファレン

ス 相互貸借
登録者数
（延）

本購入冊数
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（３）図書館ベストリーダー 

 

①一般書 

順位 
貸出

回数 
分類 

タイトル 

（サブタイトル） 

著 者 

出版社 

１ ２４ ９１３ 汝、星のごとく 
凪良 ゆう 

講談社 

２ ２２ ９１３ 
審議官 

（隠密捜査 ９．５） 

今野 敏 

新潮社 

２ ２２ ９１３ 
透明な螺旋 

（「ガリレオ」「１０」） 

東野 圭吾 

文藝春秋 

２ ２２ ９１３ 棘の家 
中山 七里 

KADOKAWA 

２ ２２ ９１３ 魔女と過ごした七日間 
東野 圭吾 

KADOKAWA 

６ ２１ ９１３ 李の花は散っても 
深沢 潮 

朝日新聞出版 

６ ２１ ９１３ 
老害の人 内館 牧子 

講談社 

８ ２０ ９１３ 希望の糸 
東野 圭吾 

講談社 

９ １９ ９１３ 忍びの副業 下 
畠中 恵 

講談社 

９ １９ ９１３ 光のとこにいてね 
一穂 ミチ 

文藝春秋 

 

 

②児童書 

順位 
貸出

回数 
分類 

タイトル 

（サブタイトル） 

著 者 

出版社 

１ ８ ７７８ 
ポケットモンスターＸＹポケモンだ

れかな？ 
小学館 

1 ８ ２８９ 
牧野富太郎 

（植物の神様といわれた男） 

横山 充男 

くもん出版 

３ ７ ２１０ 赤ちゃんと母（ママ）の火の夜 
早乙女 勝元 

新日本出版社 
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３ ７ ９１３ いちねんじゅうおばけずかん 
斉藤 洋 

講談社 

３ ７ ２８９ 織田 信長 
山田 圭子 

Gakken 

３ ７ ９１３ がっこうのおばけずかん 145 
斉藤 洋 

講談社 

３ ７ ９１３ がっこうのおばけずかん 148 
斉藤 洋 

講談社 

３ ７ １４７ 学校の怖い話ビジュアル大図鑑 
朝里 樹 

宝島社 

３ ７ １４７ 
ホンこわ！47 都道府県あなたの県の

怖い話 

並木 伸一郎 

理論社 

３ ７ ２８９ 
牧野富太郎 

（日本植物学の父） 

清水 洋美 

汐文社 

 

 

 

③絵本 

順位 
貸出

回数 
分類 

タイトル 

（サブタイトル） 

著 者 

出版社 

1 １３ ＡＥ かぜひきさんのおやくそくだもの 
きだにやすのり 

あかね書房 

２ １２ ＧＥ パウ・パトロールをさがせ！ Gakken 

２ １２ ＡＥ 
ワンワンのすきなものい～っぱい！ 

ずかん 
講談社 

４ １１ ＡＥ 
おばけのやだもんだいすき！ソフト

クリーム 

ひらのゆきこ 

教育画劇 

５ １０ ＡＥ はたらくくるま 

伊藤 アキラ 

ひさかたチャ

イルド 

５ １０  ばけばけばけばけばけたくん 
岩田 明子 

大日本図書 

７ ９  おにのパンツのそのあとは・・・ 

志村 まゆみ 

新日本出版社 
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７ ９ Ｅ ぼく、アンパンマン！ 
やなせたかし 

フレーベル館 

９ ８ ＡＥ おきがえあそび 
きむらゆういち 

偕成社 

９ ８ ＡＥ 
おにぎりにんじゃ おこめがはまの

けっせん 

北村 裕花 

講談社 

９ ８ Ｅ おふろおじゃまします 
たしろちさと 

文渓堂 

 

 

④ＡＶ資料 

順位 

貸

出

回

数 

分類 形態 タイトル名 

１ ７ ７７８ ＤＶＤ 怪談 新耳袋 

２ ６ ７７８ ＤＶＤ 女優霊 

３ ５ ４８６ ＤＶＤ 
あつまれ！たたかう甲虫たち激闘カブト

クワガタ 

３ ５ ７７８ ＤＶＤ ドラえもん 

３ ５ ７７８ ＤＶＤ アナと雪の女王 

６ ４ ７７８ ＤＶＤ 怪盗グルーのミニオン危機一発 

７ ３ ４８６ ＤＶＤ 激闘カブト×クワガタ 

７ ３ ７７８ ＤＶＤ ベイマックス 

９ ２ ７７８ ＤＶＤ 怪盗グルーの月泥棒 

９ ２ ７７８ ＤＶＤ ウルトラマンティガ 
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１０. 受入雑誌 

 

１１. 受入新聞 

   

Ｎｏ 紙  名 保存 

１ 讀 賣 新 聞 永年 

２ 朝 日 新 聞 ３年 

３ 毎 日 新 聞 ３年 

４ 西日本新 聞 ３年 

５ スポーツ報知 １年 

No 誌　　　名 No 誌　　　名

1 ＡＥＲＡ（アエラ） 21 婦人画報

2 ＥＳＳＥ（エッセ） 22 ＢＲＵＴＵＳ（ブルータス）

3 オール読物 23 文藝春秋

4 オレンジページ 24 月刊碁ワールド

5 ＮＨＫきょうの料理 25 ＭＯＲＥ(モア）

6 ＮＨＫきょうの健康 26 モノマガジン（mono magazine)

7 暮しの手帖 27 ゆうゆう

8 クロワッサン 28 ゆほびか

9 月刊　自家用車 29 レディブティック

10 ゴルフダイジェスト 30 ＬＥＥ（リー）

11 サライ 31 じゃらん九州

12 ＳＣＲＥＥＮ（スクリーン） 32 フォトコン

13 ＮＨＫすてきにハンドメイド 33 ＭＯＮＯＱＬＯ（モノクロ）

14 壮快 34 nicola（二コラ）

15 dancyu(ダンチュウ） 35 Pumpkin  (パンプキン）

16 旅の手帖 36 図書館雑誌

17 ナンバー(Sports Graphic Number) 37 家づくりの本

18 ＶＥＲＹ(ヴェリィ）

19 ＢＥ－ＰＡＬ（ビーパル）

20 婦人公論
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○川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例 

平成９年４月１日 

条例第１２号 

改正 平成１９年３月２６日 

（目的） 

第１条 この条例は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」とい

う。）第１０条及び第１６条の規定に基づき、川崎町立図書館（以下「図書

館」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（設置） 

第２条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して町民の利用に供

し、その教養、調査研究及びレクリエーション等に資するため、川崎町に図

書館を設置する。 

２ 前項の図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 川崎町立図書館（愛称パピルスホール） 

位置 川崎町大字川崎４２５番地２ 

３ 駐車場は無料とし、川崎町商店街利用者も駐車利用することができる。 

（職員） 

第３条 図書館に館長、その他必要な職員を置く。 

（事業） 

第４条 図書館は、次の事業を行う。 

（１） 図書、記録及びその他必要な資料（以下「図書館資料」という。）

を収集し、町民の利用に供すること。 

（２） 図書館資料について、その利用のための相談に応ずること。 

（３） 読書会及び研修会等を開催するとともに、その奨励を行うこと。 

（４） 時事等に関する情報及び参考資料を紹介し及び提供すること。 

（５） 学校、公民館等と緊密に連絡し、協力すること。 
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（６） その他図書館の目的達成のために必要な事業を行う。 

（遵守事項） 

第５条 図書館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 施設、設備及び図書館資料をき損し、又は汚損しないこと。 

（２） その他、教育委員会が定める事項 

（運営に関する事項） 

第６条 社会教育委員会は、図書館の運営に関し、館長の諮問に応ずるととも

に館長に対して意見を述べるものとする。 

（平成１９年３月２６日・全改） 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し、必要な事

項は、教育委員会規則で定める。 

（平成１９年３月２６日・旧第８条繰上） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２６日） 

この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

○川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則 

平成９年４月１日 

教委規則第４３号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、川崎町立図書館の設置及び管理に関する条例（平成９年

条例第１２号）第７条の規定に基づき、川崎町立図書館（以下「図書館」と

いう。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

（平成２５年１月１０日・一部改正） 

（開館時間） 

第２条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認め

たときは、教育長の承認を得てこれを変更することができる。 

（平日） 午前１０時から午後６時まで 

（日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規

定する祝日（以下「国民の祝日」という。）） 午前１０時から午後５

時まで 

（平成２９年９月６日・一部改正） 

（休館日） 

第３条 図書館の休館日は、次のとおりとする。 

（１） 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に当たるときは、その翌日と

する。 

（２） 館内整理日（毎月末日） 

（３） 蔵書点検期間（毎年１０日以内で、館長が定める期間） 

（４） 年末年始（１２月２９日から１月４日まで。ただし、４日は館内整

理日とする。） 

２ 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、教育長の承認を得

て臨時に休館又は開館することができる。この場合において、館長はその都

度あらかじめ日時を掲示しなければならない。 

（平成２９年９月６日・一部改正） 

（入館等の制限） 

第４条 館長は、利用者が次の各号の一に該当する場合は、入館を拒否し、又
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は退館を命ずることができる。 

（１） 他に迷惑を及ぼすと認めた者 

（２） その他館長において支障があると認めた者 

（館内秩序） 

第５条 入館者は、館内では次の事項を守らなければならない。 

（１） 所定の場所以外で図書館資料（以下「資料」という。）を利用して

はならない。 

（２） 音読、雑談など他人に迷惑をかけてはならない。 

（３） 喫煙及び飲食をしてはならない。ただし、館長が認めた場所での水

分補給にあっては、この限りでない。 

（４） その他館内の秩序を乱す行為をしてはならない。 

（令和５年９月２７日・一部改正） 

（利用の制限） 

第６条 館長は、この規則及び館長の指示に違反した者については、資料の利

用を一時停止し、又は禁止することができる。 

（損害の弁償） 

第７条 資料及び設備器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、館長の

指示に従い、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。ただ

し、館長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。 

第２章 館内利用 

（利用の手続） 

第８条 館内において資料を利用しようとする者は、館内閲覧票に必要事項を

記入して資料を借り受け、退館のときは、カウンターにこれを返納しなけれ

ばならない。 

（資料の複写） 

第９条 資料の複写を依頼しようとする者は、図書館資料複写申込書を提出し

なければならない。ただし、この場合著作権法（昭和４５年法律第４８号）

第３１条に規定する範囲内において、これを行うことができる。 

２ 資料の複写手数料の額は別に定める。 

３ 館長は、複写を許可しない資料を、あらかじめ指定することができる。 

第３章 館外利用 



31 

 

第１節 個人貸出 

（貸出の対象者） 

第１０条 資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

（１） 町内に住所を有する者 

（２） 町内に通勤、通学する者 

（３） その他、館長が特に適当と認める者 

（貸出の手続） 

第１１条 資料を館外で利用しようとする者は、図書館利用カード（以下「利

用カード」という。）を提出し、資料を借り受けなければならない。ただ

し、他の手段により登録者であることが確認できるときは、この限りでな

い。 

（平成２９年８月１４日・一部改正） 

（利用カード） 

第１２条 利用カードは、利用申込書に必要事項を記入のうえ、身分及び住所

を証明する書類（身分証明書、運転免許証等）を提示して申込みのあった者

に対し館長が審査のうえ交付する。 

２ 児童の事故については、保護者が連帯の責任を負うこととする。 

３ 利用カードの有効期間は、次回更新時までとする。 

４ 利用カードは、他人に貸与、譲渡又は不正に使用してはならない。 

５ 利用カードを紛失したとき又は利用申込書に記載した内容に変更が生じた

ときは、利用カード紛失・変更届を速やかに館長に届け出なければならな

い。 

６ 利用カードの再発行に要する費用は、原則として利用者の負担とする。 

７ 利用カードの紛失などにより生ずる損害は、登録者がその責を負うものと

する。 

（貸出冊数及び期間） 

第１３条 貸出冊数及び貸出期間は、別表第１のとおりとする。ただし、特別

の理由により館長の承認を受けた場合は、この限りではない。 

（貸出の制限） 

第１４条 貴重資料その他館長が特に指定した資料は、貸出しを行わないもの

とする。 
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（貸出の停止） 

第１５条 期間内に資料の返納を怠り、その他不都合な行為があった者は、一

定期間貸出しを禁じ、又は利用カードを無効とし、場合によっては再登録を

しないことがある。 

第２節 団体貸出 

（貸出の対象） 

第１６条 図書館は、地域又は学校等を中心として主体的に読書活動を行う団

体に対し、資料の貸出しを行うことができる。 

（貸出しの手続） 

第１７条 資料の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用申込書

を提出して、利用カードの交付を受け、これにより申し込まなければならな

い。 

（貸出冊数及び期間） 

第１８条 団体で利用する資料の貸出冊数及び貸出期間については、その団体

と協議し、館長が別に定める。 

（準用規定） 

第１９条 第１２条、第１４条及び第１５条の規定は、団体貸出について準用

する。 

（様式） 

第２０条 第８条に規定する館内閲覧票、第９条第１項に規定する図書館資料

複写申込書、第１１条に規定する利用カード、第１２条第１項に規定する利

用申込書、同条第５項に規定する利用カード紛失・変更届、第１７条に規定

する団体利用申込書の様式は別に定める。 

第４章 寄贈及び寄託 

（寄贈及び寄託） 

第２１条 図書館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。 

第２２条 寄贈された資料は、図書館の所有に帰属し、寄託された使用の取扱

いは、図書館の所有に属する資料の取扱いの例によるが館外利用はできな

い。 

（経費の負担） 

第２３条 寄贈、寄託に関する経費は、原則として寄贈者の負担とする。ただ
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し、図書館において一部又は全部を負担することができる。 

（寄託資料の返還） 

第２４条 寄託資料は、寄託者の請求又は、図書館の都合により、これを返却

することができる。 

（賠償責任） 

第２５条 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失又は破損

したときは、その責を負わない。 

第５章 補則 

（補則） 

第２６条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定め

る。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年４月１日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１月１０日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年８月１４日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２９年９月６日） 

この規則は、平成２９年１０月１日から施行する。 

附 則（令和５年９月２７日） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１（第１３条関係） 

（平成１０年４月１日・全改、平成２９年８月１４日・一部改正） 

図書館資料の貸出冊数（点数）及び期間 

資料の種類 制限冊数（点数） 貸出期間 

図書 １０冊以内 ２週間以内 

紙芝居 ５点以内 ２週間以内 

雑誌（ただし、最新号を除

く） 

３点以内 ２週間以内 
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